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166回通常国会提出法実の概要（社会保障関係）  
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③児童手当法の一部を改正する法律案   

④戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案  
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船具保険制虐の見直しについて  
（唱用保険法等の一部を改正する法律蓑」における船具保険法の改正の概要）  

を踏まえ、船員保  法律」（平即時法渾即′号ノ 前行政改革の堆進に関する紺茶人、河口 ち職務上疾病・年金部門及び失業部門をそれぞれ労働者災害補償保険制度及び雇用保険制度に統合                                                   ． ＿ ▲＿L．＿一！－】亡ざ一＿＿，」T J■▲＝二三 律」（平成18年法律第4了号）  「簡素で効  

し、  険事業のうち職務上疾病■年軍部「1戊ひ大乗印lrど1伸し1りJ■刈▼R〈H■■り隅一  

見直し後の船員保険の運営主体を全国健康保険協会とする等所要の改正を行う  

〔見 直 し 後〕   〔現 行 制 度〕  

○労災保険・雇用保険  

と統合し、独自給付は  
職務外疾病部門と一  

二こ享モ  

」云  

雇用保険  
※ 国が実施  

○船員保険特別会計は  

廃止  

※監濫監見直し等）のほか、鑑金星払‾失墓腿   



N   



児童手当法の一部を改正する法律案の概要  

若い子育て世帯等の経済的負担の軽減  我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、  
を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子   
について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円とする0  

児童手当〉  〈0歳以上3歳未満の児童の養育者に対する  

（現 行）  （改正案）  

∽  

施行日‥平成19年4月1日（最初の支給月 6月）  

※所得制限あり（政令事項）サラリーマン家庭の標準4人世帯で年収860万円（現行どおり）   

一一－一一＝－－－‥－‥‥－‥－‥一‥－－－－‥－－－‥一‥－－－‥一‥－－－‥－－－－－－‥－＝一■－－  

′′（参考）3歳以上小学校修了前の児童の養育者に対する 

児童手当（現行どおり）  

月額 5千円  

月額 1万円   

支給額：第1子、第2子  

第3子以降  

・所得制限あり（上記と同じ）  
、－－■一●－－－－－－－－－－‥一‥－－－－‥－‥－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－一一  

璧j惑ユ幽旦＿＿国会詮幽   



戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案の概要  

「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等の額を、恩給の改定に準じて引き上げる等の改正を行う。  
（平成19年10月1日施行）  

恩給の改定に準じて引き上げる仁（以下は、年金額の改定例）  

（現行）  （改正案）  

1，962，500円 →1，卿円  
恩給の公務扶助料に係る遺族加算の引上げ（4，300円）に準拠コ  

1，559即円 →1573即円（平成19年10月からの1年間は1β6a7∞円）  
恩給の特例扶助料及び遺族加算の引上げ（14，000円）に準拠＝平成20年10月までの2年計画で引き上げ⊃   

50a750円 → 557，（弐：0円（平成19年10月からの1年間は514月50円）  
恩給の傷病者遺族特別年金に係る遺族加算の引上げ（53，850円）に準拠コ平成23年10月までの5年計画で引き上げ。  

1 遺族年金（遺族給与金）の額を、  

① 公務死の場合  
（例：戦闘により死亡）   

② 勤務関連死の場合  
例二内地で疾病により死亡）   

③ 平病死（公務軽症）の場合  

2廓（恩給の改正と同様の   
措置）   

平成19年度以降の年金額水準について、過去の据置き分につき調整措置を講じた後、公的年金の引上率により自動的な改定を行う。   3働きることと  
重量L（恩給の改正及び公的年金と同様の措置）  

（参考2）援護年金受給者数及び平均年齢（平成18年12月末）  （参考1）援護法と恩給法の関係  

援護法   恩給法   

支給対象者   （軍人・）軍属・準軍属とその遺族  文官・軍人とその遺族   

（軍人は恩給法非該当者のみ）  

退職給付  普通恩給、普通扶助料   

障害給付   障害年金   増加恩給等   

遺族給付   遺族年金（遺族給与金）   公務扶助料等  

（受給者数） （平均年齢）  

障害年金  2，532人  80．0歳  

遺族年金（遺族給与金） 21，918人  88．2歳  

24，450人   



社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案の確畢  

○ 社会保障制度の二重負担の解消や老齢年金に関する保険料の掛け捨ての防止を目的として、日本国が締結する社会保障に   
関する二国間協定を迅速かつ機動的に実施するため、これまで相手国ごとに制定してきた厚生年金保険法等の特例法の内容   
を網羅した包括的な法律（「包括実施特例法」）を制定する。  

○ 包括実施特例法の制定により、（∃二殺会保障協定の発効までの過程が迅速化され、②多数国との積極的な協定締結に向けた   
機動的な交渉が可能となることにより、協定締結の加速化偲  

（
社
保
協
定
）
 
（
国
内
法
）
 
 

－
∽
－
 
 

＋
 
 

＋
 
 

ト
．
一
．
－
 
 ＜課題＞  

I   



社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案の概要  

改正の必要性  

近年の介護・福祉ニーズの多様化・高度化に対応し、人材の確保・資質の向上を図ることが求められている。  
○介護保険制度の導入や障害者自立支援法の制定等により、翠卸症の介護など従来の身体介護にとどまらない新たな介護サービスへの対応  
が求められている。  

○介護保険制度、障害者支援費制度等の利用者がサービスを選択できる制度を導入したことに伴い、里＝ビスの利用支援、成年後見、権利撞  
護等の新しい御大してきている。  

改正の概要  
l‾  
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3 資格取得方法の見直し  1定義規定の見直し  
【介護福祉士】  

①増減閻凱卒業者は、資格を取得するためには、新たに国家試   
験を受逸する仕組みとする。  

②！福祉系高校」について、教科目・時間数だけでなく新たに教員要   
件、教科目の内容等にも基準を課すとともに、文部科学大臣∵厚生   
労働大臣の指導監督に服する仕組みとする。  

③嘆溺畢項」（3年以上）に加え、新たに6月以上の養成課程（通信   
等）を経た上で国家 験を受験する仕組みとする。  

①介護福祉士の行う介護を「入浴、排せつ、食事その他の介護」から   

r心身の状況に応じた介護」 に改める。  

②社会福祉士の業務として、福祉サービスを提供する者又は医師等   
の他の関係者との連絡・調整   の保健医療サービスを提供する著そ   

を明確化する。  の  

【社会福祉士】  

④r福祉系大学」の実習等の教育内容、時間数等について、去＿艶   
科学大臣・厚生労働大臣が基準を設定する。  

⑤御嶽」経験に加え、新たに6月以上の養成課程を経た上で国   

賓試験を受験する仕組みとする。  

4社会福祉士の任用一活用の促進  

①社会福祉主事養成課程を修了後、2年以上の実務経験を有し6月   
以上の養成課程を経たものに、新たに国家試験の受験資格を付与   
する。  

②身体障害者福祉司、知的隆幸者福祉司等の任用資格として、社   
会福祉士を位置付ける。  

；【経過措置】（介護福祉士関係）  

：養成施設を卒業した者は、当分の間、准介護福祉士の名称を用いることができることとする  
；＊ 日比経済連携協定に基づく養成施設コースのフィリピン人にも適用  

平成24年4月1日（3②・④・（9及び4のは平成21年4月1日、1、2及び4②は公布の日   施行期日  



消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案の概要  
制 の弓最化等の観点から所要の改正を行う。  責任体   消費生活協同組合制度について、共済事業における契約者保護、経営  

改正の必要性  

○共済事業に閲し、契約者の保喜隻のため、事業の健全性を担保するための規制を掛ヒする。（農協法は平成16年に、中小企業等協同組合法は  
18年に、既に改正済み）  

○経営・責任体制の強化のため、規定の整備を図るとともに、生協を取り巻く環境の変化を踏まえた見直しを行う。  
○あわせて、貸金業法改正に伴い、貸金業者の流入を防止するための見直しを行う。  

改正の概要  
3 公共的活動の推進  

少子高蜘福  

図るとともに、組合旦による福祉活動の育成  
の適正化  

乙鼠i官l一名  

缶皇  

・医療■福祉事業に係る剰余金の割戻しの制限  

一 医療・福祉事業の員外利用限度の設定（現行は制限なし）  

・剰余金の使途たる事業として組合員の福祉活動に助成する事業  

を追加（現行は組合員の教育事業のみ）等  

ー・J  

4経営・責任体制の強化  
2事業の区域と利用者の範囲  

毯里の権限の明確化等により、組合内静のガバナンスを弓封ヒ  
す墨とともには協外部からの監視機能を弓針ヒする  

・理事会、代表理事に関する規定の整備■充実  
一 員外監事の設置の義務づけ  

・行政庁による解散命令の強化（法令違反全般について、解散命令  
を発動することを可能とする） 等  

という生  生活圏の拡大等に対応するため、消費者の  

協の本旨を踏まえ、所要の見直しを行う   

【事業の区域】  

購買事業の実施のために必要と認める場合には、その隣接県まで事業  

の区域を設定可能とする（現行は県内のみ）  

【利用者の範囲】  

員外利用は認めず、例外的に認められる場合について、法令上明記  

害時の緊急物資提供（制限なし）／山間へき地（20／100）／保育所等へ  

食材提供（20／’100）等  

平成20年4月1日（ただし、5の貸金業者の流入防止は、別に政令で定める日（貸金業法改正の施行期日を考慮し決定））   施行期日  



社会保険庁の廃止・解体と年金新法人の設立 日本年金機構法案の概要  

（⊃く）   



国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要  

q⊃  

Ⅱ 施行期日  

公布日、平成20年4月1日、平成21年4月1日等   



被用者年金制度の一元化筆を図るための厚生年金保曝法等但  

朝巨（※現在、政府部内で調整中のもの）  

1．法律案の趣旨  

○ 被用者年金制度の一元化については、平成18年4月の閣議決定及び12月の政府一与   
党合意に基づき、制度の安定性・公平性を確保し、公的年金全体に対する国民の信頼を   
高めるため、共済年金制度を厚生年金保険制度に合わせる方向を基本として行う。これ   
により、民野被用者、嘲給付を実現す   
る。  

2．法律案の概要  

（1）主要事項  
トーー▲  
⊂⊃  

① 被用者年金の大宗を占める厚生年金に、公務員及び私学教職員も加入することとし、   
2階部分の年金は厚生年金に統一する。  

・公務員及び私学教職員についての適用除外規定を削除し、厚生年金保険制度を適用。【厚年法の改正】  

② 共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消する。  

上記①により、公務員等に厚生年金保険制度を適用し、共済各法における共済年金の規定を削除する  
結果、共済年金にある遺族年金の転給制度は廃止。また、老齢給付及び障害給付に係る在職中の支給  
額の減額（支給停止）については、厚生年金の取扱いに統一。  

共済各法の取扱いに合わせ、国会議員及び地方議会議員に対する支給停止を規定。【厚年法の改正】   



③ 共済年金の1・2階部分の保険料を引き上げ、厚生年金の保険料率に統一する 。  

・平成22年から1・2階部分の保険料率の統一を開始し、公務員共済については平成30年、私立学校   

数職員共済については平成39年に厚生年金の保険料率（18．3％）に統一。【附則】  

・制度全体の給付と負担の状況を国の会計にとりまとめて計上し、国民に開示。【特会法の一部改正】  

④ 事務組織については、効率的な事務処理を行う観点から、共済組合や私学事業団を活   
用する。  

標準報酬の決定・改定、保険料の徴収、保険給付の裁定等を行う主体として、厚生労働大臣に加え、  

共済組合等を規定。【厚年法の改正】  

厚生労働大臣は、各所管大臣を経由して共済組合等に拠出金等に閲し必要な報告を求めるほか、各所  
管大臣に対し、その報告に関し監督上必要な命令や監査の実施を求めることができることとする。【厚  

年法の改正】  

■一  
■■▲  

⑤ 共済年金にある公的年金としての3階部分（職域部分）は廃止する。（新たな公務員制   
度としての仕組み等については、その取扱いを含め、検討中。）  

・職域部分に関する規定の削除。   



⑥ 追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について27％引下げる。ただし、一定の配   
慮措置を講じる。  

追加責用の削減に関する規定の整備（文官恩給、旧三共済も同様）。【公務員共済各法等】  

→税財源である恩給期間に係る給付について、本人の負担の差に着目して27％引き下げる。ただし、   

一定の配慮措置については、給付額に対する引下げ額の割合が10％を上回らないこと、減額後の   

給付額が250万円を下回らないこととする。  

→文官恩給については、追加車用の減額の方法との均衡を考慮し、給付額を10％引き下げる。ただ   
し、減額後の給付額が250万円を下回らないこととする。  

→郵政公社、NTT、JT及び（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構等が負担している税負担ではない   
追加責用に係る恩給期間の給付についても、税負担による追加費用に係る恩給期間の給付と同一の   
減額を行う。  

（2）その他  

○ 被用者年金制度の一元化の対象とする「被保険者」の範囲の見直し。  

（パート労働者に対する社会保険の適用対象範囲の拡大）  

具体的な拡大の仕方については、検討中。【厚年法の改正】（被保険者の範囲に係る基本的事項を法定。  

具体的基準は一部政省令等に委任。）  

3．施行時期   

・被用者年金制度の一元化の実施時期は、平成22年度を原則とする。なお、追加費用及び文官恩給の  
減額については、平成20年度から実施する。また、新たな公務員制度としての仕組み等については、  
検討結果を踏まえ、平成22年度から実施する。  

以 上   




